
1 

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ 
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                農林水産省九州農政局 消費・安全部 消費生活課 
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令和２年7月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

「しまかぜ－食育アイランド通信－」は九州地域で様々な食育に取り組む方々の情報発信と

ネットワークづくりを支援するためのメールマガジンです。 

【1】 九州農政局からのお知らせ 

〇「第5回 食育活動表彰」募集について 

〇「おうち時間で Let’s朝ご飯！」について 

〇「令和2年度地産地消等優良活動表彰」募集について 

〇海外から注文していない種子などの植物が郵送された場合の対応について 

〇新型コロナウイルス関連情報について 

〇九州農政局「消費者の部屋」特別展示計画について 

【２】食育一口メモ  

【３】編集部からのお知らせ 

〇「九州の食育のひろば」に関する情報提供のお願い 

〇教育ファームのご紹介 

〇子供食堂に関する情報提供のお願い 

********************************************************************************** 

【１】九州農政局からのお知らせ 

〇 「第 5回 食育活動表彰」募集について 

農林水産省は、食育を推進する優れた取組を募集します。 

ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他の事業活動を通じて

食育を推進する優れた取組を表彰し、さらに食育を広げていきます。 

  食育に関するあらゆる取組みが対象になりますので、奮ってご応募ください！ 

【部門及び募集対象】 

◇ボランティア部門（都道府県、政令指定都市、大学等の長からの推薦） 

(1) 食育推進ボランティアとして活動している個人及び団体 

(2) 大学（短期大学を含みます。）、高等専門学校及び専門学校の学生やその方々の団体 

(3) 食生活改善推進員の方やその方々の団体 

◇教育関係者・事業者部門（他薦及び自薦） 

(1) 農林漁業者（法人や組合、各種グループを含みます。 

(2) 食品製造・販売、各種サービスの提供その他の事業者 

(3) 教育・保育、介護その他の社会福祉、医療・保健に従事されている方、事業者、団体 
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(4) 地方公共団体（食育推進会議が置かれている地方公共団体にあっては、食育推進会議） 

【表彰】農林水産大臣賞7点以内、消費・安全局長賞14点以内 

◇表彰式：令和3年6月 26日（土曜日）第16回食育推進全国大会（予定） 

◇受賞者は 6月の表彰式への参加をお願いいたします（代表者 1名分の往復旅費は農林水

産省負担） 

【募集締切】令和2年10月 30日（金曜日）必着 

※詳細は、以下のURLから農林水産省ホームページ/食育活動表彰をご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/5th/boshu.html 

〇 「おうち時間で Let’s朝ご飯！」について 

農林水産省では、「若い世代を中心とした食育の推進」を重点課題の一つとして定めてお

り、第3次食育推進基本計画では、朝食を欠食する若い世代の割合を、2020年度までに

は15％以下とすることを目指しています。  

朝食を食べていない方は、まずはおにぎり 1 個からはじめて、次は具だくさんみそ汁を

追加するなど朝食のステップアップを図りましょう。 

※詳しくは、以下のURLから農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/asagohan.html 

〇 「令和 2年度地産地消等優良活動表彰」募集について 

農林水産省は、全国各地のそれぞれの立地条件を活かした創意工夫のある様々な地産地

消及び国産農林水産物・食品の消費拡大の取組を募集し、優れた取組を表彰する「地産地消

等優良活動表彰」を実施しており、このたび、本年度の募集が開始されました。   

【部門】生産部門、食品産業部門及び教育関係部門の3部門 

 【表彰対象】地域の農林水産物・食品の利用促進や消費拡大を行う団体・企業又は個人 

生産部門： 農林水産物を生産する団体・企業又は個人等 

食品産業部門：農林水産物を加工・流通・販売する団体・企業等 

教育関係部門：保育園、幼児園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学、 

学校給食会等 

【募集締切】令和2年9月 23日（水曜日）必着 

  ※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。 

  https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/200729.html 

〇 海外から注文していない種子などの植物が郵送された場合の対応について 

最近、注文をしていないのに海外から種子が郵便などで送られてくる事例があるようです。 

    植物防疫法の規定により、植物防疫官による検査を受けなければ、種子などの植物は輸入

ができません。輸入時の検査に合格した場合は、外装に合格のスタンプ（植物検査合格証印）

が押されます。 

  もし、輸入検査を受けていない（外装に合格のスタンプのない）植物が届いたら、そのま

まの状態で、最寄りの植物防疫所にご相談ください。 

   なお、心当たりの無い種子が届いても、庭やプランターなどに植えないでください。また、

種子がビニール袋に入っている場合は、ビニール袋を開封しないでください。 

※詳しくは以下のURLから植物防所のホームページをご覧ください。 
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https://www.maff.go.jp/pps/j/information/200730.html 

〇 新型コロナウイルス関連情報について 

 日本の酪農を応援する「プラスワンプロジェクト」セカンドステージへ！ 

牛乳やヨーグルトを普段より1本多く消費することを推進する「プラスワンプロジェク 

ト」では、引き続き酪農を応援するため、在庫が過剰となっている脱脂粉乳を使っている乳

製品を中心に、アイスクリームは1日1個、ヨーグルトやチーズは普段より1個多く消費

することを推進していきます。 

※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/plusone_project2nd.html 

〇 九州農政局「消費者の部屋」特別展示計画について

九州農政局「消費者の部屋」では、食料・農業・農村に関する各種施策情報の提供や普 

及啓発を行っています。8月は、以下のテーマの特別展示を行います。 

【展示期間】 

〇8月 3日～8月 14日「動物検疫って何をするところ？」 

海外で発生している ASF（アフリカ豚熱）・口蹄疫・鳥インフルエンザ等の家畜の病気

の侵入を防ぐために、空港や港で働く家畜防疫官や検疫探知犬による水際検疫について紹

介します。 

〇8月 17日～8月 28日「災害時の防災対策（備蓄用食品、防災グッズの備え）」 

9月 1日は防災の日です。災害時の備蓄用食品防災グッズの特徴や必要性などを紹介し

ます。 

〇8月 31日～9月 11日「地域に根ざした先導的品種育成・技術開発」 

高品質な品種や生産性の向上を目指した農業技術を紹介します。 

【展示場所】 

 熊本地方合同庁舎A棟1階 消費者の部屋 

  フードパル熊本「熊本市食品交流会館」（熊本市北区貢町581-2） 

※詳しくは、以下のURLから九州農政局ホームページ「消費者の部屋」をご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/syokunoanzenansin/syouhisya/syouh

isya.html 

********************************************************************************** 

【２】食育一口メモ 

〇 野菜でクールダウン 

熱中症の予防で大切なのは水分の補給。飲料だけでなく、野菜からも水分を補給すること

が可能で、特に夏野菜には身体を冷やす効果もあります。この時季にスーパーで手軽に購入

できる野菜を選び、可食部100グラム中に含まれる水分量を比較してみました（調理する

と水分量は変化します） 

1 位チンゲンサイ（中 1 株）、2位レタス（葉 3～4 枚）、3 位きゅうり（中 1 本）、3

位りょくとうもやし（1/2袋）、5位セロリ（1本） 

暑さで食欲が落ちる夏。みずみずしい野菜をたっぷり食べて、水分＆栄養補給を心がけま

しょう。 

※詳しくは以下のURLから農林水産省のホームページをご覧ください。 
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https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index_1808.html 

********************************************************************************** 

【３】編集部からのお知らせ 

〇 「九州の食育のひろば」に関する情報提供のお願い 

九州農政局ホームページ「九州の食育のひろば」では、九州各地で開催される食育イベ 

ント、親子料理講座、伝統料理講座及び農林漁業体験講座、見学可能な食品工場、市場等に

ついてご紹介させていただきます。是非、情報をお寄せいただき、食育の普及啓発にご協力

ください。また、皆さまが開催されたイベント、講座の様子、参加された方の感想等につい

てもご紹介させていただきますので、あわせて情報のご提供をお願いいたします。 

※「九州の食育のひろば」に関する詳しい情報は、以下のURLから九州農政局のホームペ

ージをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/hiroba.html 

〇 教育ファームのご紹介 

教育ファームとは、一時的なイベントではなく、農林漁業者の指導を受けながら、大人も

子どもも一連の農作業などを体験することで、「食生活が自然の恩恵の上に成り立っている

ことや食に関する人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解を深める」など

の効果が発揮される農林漁業体験活動です。 

九州農政局ホームページ「九州の食育のひろば」では、農林漁業体験のできる施設をご

紹介していますので、以下のURLから九州農政局のホームページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/kyoikufarm/kyoikufarm.html 

〇 子供食堂に関する情報提供のお願い

子供食堂と連携した地域における食育の推進を図るため、子供食堂に関する情報の発信を

行っています。皆様の身近なところで、子供食堂の取組を行っている団体等があればご紹介

をお願いいたします。 

※詳しくは、以下のURLから農林水産省のホームページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html 

********************************************************************************** 

【編集後記】 

 8 月に入り、毎日暑い日々が続きます。今年はコロナ感染防止対策でマスクを着けてい

るので一段と暑く感じますが、マスクを着けていると喉の渇きを感じにくいとか。意識し

て水分補給に心がけたいと思います。皆様もコロナの感染防止対策を講じつつ、熱中症に

はくれぐれもご注意ください。 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

九州農政局「九州の食育のひろば」の窓口・問い合わせ先 

窓口・問合せ先：九州農政局消費・安全部消費生活課 

住所：熊本市西区春日2丁目10番 1号（熊本地方合同庁舎A棟） 

電話：096-300-6353 ファクス：096-211-9700 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

※情報の提供、配信先の変更・配信停止などは、次の E-mail アドレス宛お知らせください。

E-mail s-island-kyushu@maff.go.jp 


